
「かながわ教育ビジョン」の
一部改定に関する提言

～明日のかながわを担う人づくりに向けて～

かながわ人づくり推進ネットワーク

～ 心ふれあう しなやかな 人づくり ～

令和元年７月22日



１ はじめに 

〇 神奈川県においては、少子高齢化、グローバル化、ＡＩ等による技術革新、平均寿命

の延伸、働き方改革等、社会状況は急速に変化しています。 

〇 こうした社会の変化を受け止め、また、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）をはじめと

して社会の持続的な成長・発展を目標とする国際的な政策の動向や、本県の総合計画

（「かながわグランドデザイン」（以下、「グランドデザイン」という。））等を踏まえ、

かながわの人づくりを進めていく必要があります。 
 
〇 県では、子どもたちへの教育をめぐる課題が複雑かつ多様化している中、明日のかな

がわを担う人づくりを進めるため、平成 19 年８月に本県の教育の総合的な指針となる

「かながわ教育ビジョン」（以下、「教育ビジョン」という。）を策定しました。 

〇 策定にあたっては、これからの教育は、学校だけではなく、家庭、地域、市町村、企

業やＮＰＯなどの方々と思いを一つにして、協働・連携を進めていく必要があることか

ら、様々な方々と継続的に教育論議を行うなど過程を大切にしながら、誰もが共感・共

有できるものをめざしました。 
 
〇 私たち「かながわ人づくり推進ネットワーク」（以下、「ネットワーク」という。）は、

平成 17 年に、このような教育ビジョンづくりに、県教育委員会と協働・連携して取り

組むために発足した「かながわ人づくりフォーラム運営推進委員会」を前身として、平

成 20 年から活動を開始し、これまで、学校や家庭、地域などで、様々な方々と教育ビ

ジョンを共有し、実効性のある人づくりを県民総ぐるみで進めていくための協議を継続

的に行ってきました。 

 

 

 

２ 第３期教育振興基本計画等を踏まえたネットワークによる教育ビジョン

の検証 

（１）経緯 
〇 教育ビジョンは、概ね 20 年間を見すえて、基本理念、人づくりの視点、施策展開の

方向性を示したものですが、国の動向や社会状況の変化等に柔軟に対応しており、平成

25 年６月の国の「第２期教育振興基本計画」の策定等を踏まえ、平成 27 年 10 月に一

部改定されました。この一部改定にあたっては、ネットワークからも県教育委員会に対

し県民の声をまとめた提言書を提出しています。 

〇 このたび、平成 30 年６月に国の「第３期教育振興基本計画」（以下、「第３期計画」

という。）が策定されたこと、また、平成 27 年 10 月の教育ビジョン一部改定から一定

期間が経過したことを踏まえ、私たちは、教育ビジョンが第３期計画に対応したものに

なっているか、また、社会状況の変化に対応したものになっているかを検証することと

しました。 

〇 また、検証に合わせ、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下、「地教行

法」という。）に基づき県教育委員会が行う「教育委員会の点検・評価」とは別に、ネ

ットワークとしても教育ビジョンに基づく県教育委員会の取組みの実施状況の検証を

行うこととしました。 
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（２）検証方針 
〇 第３期計画と教育ビジョン第４章「展開の方向」、第５章「重点的な取組み」を比較

して、教育ビジョンが第３期計画に対応したものになっているかを検証します。 

〇 教育ビジョン第５章を具体化した、かながわグランドデザイン第２期実施計画（以下、

「第２期実施計画」という。）の進行管理※等も活用して、教育ビジョンが社会状況の変

化に対応したものになっているかを検証します。 

〇 第２期実施計画の進行管理や地教行法に基づく「教育委員会の点検・評価」も活用し

て、教育ビジョンに基づく県教育委員会の取組みの実施状況を検証します。 
 

※ 教育ビジョンに基づく施策・事業は、神奈川県のグランドデザイン実施計画の教育施策として
位置付けており、その進行管理は、県が実施するグランドデザインの進行管理をもって行う。 

 

（３）検証内容 

 １ 教育ビジョンと第３期計画との対応状況 

 ① かながわ教育ビジョン（第４章）と第３期教育振興基本計画の比較 資料１ 

 ・ 教育ビジョン第４章「展開の方向」と第３期計画（基本的な方針）とを比較し、

お互いの理念や考え方が共通しているかを検証 

 

② かながわ教育ビジョン（第５章）と第３期教育振興基本計画の比較 資料２ 

 ・ 教育ビジョン第５章「重点的な取組み」と第３期計画（具体的な目標）とを比

較し、お互いの方向性や目標が共通しているかを検証 

 

 ２ 教育ビジョンの社会の変化への対応状況 

 〇 社会状況の変化を踏まえ、教育ビジョンに新たに盛り込む必要のある取組みを検証 

・ 県が実施した第２期実施計画（計画期間：平成 27～30年度までの４年間）の各

年度の評価報告書（平成 27 年度から平成 29 年度の３年間）及び４年間を総括し

た点検報告書（平成 30 年度）並びに「教育委員会の点検・評価」(対象年度：平

成 27～30年度の４年間）も活用し、教育ビジョンが社会状況の変化に対応したも

のになっているかを検証 

  

３ 教育ビジョンに基づく取組みの実施状況 

〇 教育ビジョンに基づく取組みの実施状況について 資料３ 

・ 県が実施した第２期実施計画の評価報告書・点検報告書や「教育委員会の点検・

評価」も活用し、県へのヒアリングを通じて、県教育委員会の取組みの実施状況

を検証 

 

（４）検証結果の概要 

１ 教育ビジョンと第３期計画との対応状況 

① 資料１ 資料２のとおり、第３期計画の「基本的な方針」､「具体的な目標」で示

された理念や考え方、方向性は、それぞれ教育ビジョンの第４章「展開の方向」、第

５章「重点的な取組み」に盛り込まれ、お互いに整合は図られており、齟齬がない

ことが確認できました。 
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② 一方、第３期計画では、目標を実現するために必要となる「施策群」を示しており、

この「施策群」についても、教育ビジョン第５章「重点的な取組み」で対応している

ことが確認できましたが、次の「施策群」の項目について、教育ビジョンでは包括的

な表現にとどまっているものがありました。 

⇒ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進、地域学校協働活動の推進、

アントレプレナーシップ（起業家精神等）の育成、夜間中学の設置・充実、学

校における働き方改革 

 

２ 教育ビジョンの社会状況の変化への対応 

〇 上記１の検証や県が実施した第２期実施計画の評価報告書や点検報告書等を踏ま

え、社会状況の変化に対応した新たな取組みの必要性を検討したところ、教育ビジ

ョンに新たな理念や方向性を追加する必要はありませんが、教育ビジョンへの反映

を検討すべき項目がありました。 

⇒ 人生 100歳時代、ＡＩ等による技術革新、医療的ケアを必要とする児童・生

徒の支援、ＳＤＧｓの推進に向けたＥＳＤの取組み、教員の働き方改革の推進 
 

３ 教育ビジョンに基づく取組みの実施状況 

〇 県教育委員会へのヒアリングを通じて検証を行ったところ、資料３の「教育ビジ

ョンに基づく取組みの実施状況について」に記載している主な意見にあるように、

個々の取組みに濃淡はあるものの、概ね順調に進んでいることが確認できました。 

〇 そうした中、実施状況を踏まえ、教育ビジョンへの反映を検討すべき項目があり

ました。 

⇒ インクルーシブ教育の更なる推進 

 

３ 検証結果を踏まえた提言 

〇 検証に先立ち、概ね 20年間を見すえて策定された教育ビジョン全体について検討した

結果、教育ビジョンの第１章「教育ビジョン策定の背景」、第２章「基本理念・教育目標」、

第３章「人づくりの視点」、第６章「教育ビジョンの推進」については、社会状況の変

化の中にあっても、教育ビジョンの根幹をなすものとして、現状においても変わらない

ものであると考えます。 

〇 検証の結果、第４章「展開の方向」については、国の第３期計画等と理念や考え方、

方向性の整合が図られていることが確認できました。 

〇 一方、特に集中的・横断的に進めていく必要のある第５章「重点的な取組み」につい

ては、国の第３期計画の一部の施策群や社会状況の変化に対応する項目など、次の８つ

の項目（P.４～P.６）を反映すべきと考えますので、今後、教育ビジョンの一部改定を

検討されるよう提言します。 

〇 また、令和元年５月 28日に川崎市で起きた大変痛ましい事件を踏まえ、ネットワーク

としても緊急の対応が必要であると考えましたので、併せて、提言します。 

〇 なお、資料３「教育ビジョンに基づく取組みの実施状況について」にまとめた実施状

況に対する意見は、教育ビジョンの推進にあたって、今後の参考としていただければ幸

いです。 
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かながわ教育ビジョンへの反映を提言する項目 

１ 人生100歳時代※やAI※等の技術革新による社会状況の変化 

【社会の変化への対応の視点から】 

平均寿命の延伸を背景として、人生 100 歳時代、いわゆる超長寿社会において、一

人ひとりが柔軟な働き方や学び直し、コミュニティ活動など多様な人生を送ることが

できるような社会づくりを進めていく必要がある。 

また、ＡＩ等による技術革新の発展を背景として、今後 10～20年後には日本の労働

人口の相当規模が技術的にはＡＩやロボット等により代替できるようになる可能性が

指摘されているが、ＩＣＴを主体的に使いこなす力だけではなく、他者と協働し、人

間ならではの感性や創造性を発揮しつつ新しい価値を創造する力を育成することが一

層重要になってきている。 

これからの人づくりにあたって、こうした社会状況の変化を的確に認識するととも

に、教育ビジョンへも反映することを求めたい。 

 

２ インクルーシブ教育の更なる推進 

【教育ビジョンに基づく取組みの実施状況の視点から】 

教育ビジョンにおける重点的な取組みの中で、「インクルーシブ教育の推進」を掲げ、

これまでも支援教育の理念のもと、共生社会の実現に向け、インクルーシブ教育の推

進に取り組んでいることを確認した。 

インクルーシブ教育の推進については、平成 27 年 10 月の教育ビジョン一部改定後

の平成 28年に発生した津久井やまゆり園事件を踏まえた「ともに生きる社会かながわ

憲章」の策定など、共生社会の実現に向けた社会の動きが一層加速している。 

県教育委員会においても、共生社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同

じ場で共に学び、共に育つことをめざし、「みんなの教室」の普及や県立高校における

実践推進校での取組みなど、小学校段階から高校段階まで連続したインクルーシブ教

育を全県で展開していくこととしているので、教育ビジョンにも明確に位置付け、着

実な推進を図られたい。 

 

３ 医療的ケア※を必要とする児童・生徒の支援 

【社会の変化への対応の視点から】 

教育ビジョンにおける重点的な取組みの中で、「特別支援学校の取組み」を掲げ、こ

れまでも、一人ひとりの教育的ニーズに応じた専門的な指導や支援の充実に取り組ん

でいることを確認した。 

医療技術の進歩等を背景として、特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする

児童・生徒は年々増加しており、一人ひとりの教育的ニーズに応じた専門的な指導の

必要性がますます高まっていることから、医療的ケアを必要とする児童・生徒の支援

について、教育ビジョンへの反映を求めたい。 
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４ 地域学校協働活動※の推進 

【第３期計画との整合性の視点から】 

教育ビジョンにおける重点的な取組みの中で、「地域力を生かしたコミュニティ・ス

クールの普及と充実」を掲げ、全県立学校にコミュニティ・スクール（ＣＳ）の導入

を進めるなど、これまでも学校を核とした地域コミュニティづくりに取り組んでいる

ことを確認した。 

地域コミュニティが弱体化している中、様々な教育的課題の解決に向け、地域と学

校がパートナーとして連携・協働するための組織的・継続的な仕組みづくりの必要性

がますます高まっている。そうした中で、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で

子どもの学びや成長を支え、「学校を核とした地域づくり」をめざす地域主導の地域学

校協働活動と学校主導のＣＳの一体的な推進が大変重要であるので、地域学校協働活

動の推進についても、教育ビジョンへの反映を求めたい。 

 

５ SDGs※の推進に向けた ESD※の取組み 

【第３期計画との整合性の視点から】 

教育ビジョンにおける重点的な取組みの中で、「Ⅴ．学び高め合う学校教育」を掲げ、

「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランス良く育めるよう、質の高い教育

に取り組んでいることを確認した。 

平成 27年（2015）年９月に国連で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理

念を踏まえ、明日のかながわを担う人づくりにおいても、一人ひとりがＳＤＧｓを自

分ごととしてとらえ、持続可能な社会の創り手として、多様な課題の解決に向け必要

となる資質・能力を育成する必要がある。一方で、「教育が全てのＳＤＧｓの基礎」と

も言われており、社会の創り手の育成が 17 の目標に貢献するものと言えることから、

教育ビジョンへの反映を求めたい。 

 

６ 起業家精神等の育成 

【第３期計画との整合性の視点から】 

教育ビジョンにおける重点的な取組みの中で、「確かな学力の向上を図る取組みの充

実」を掲げ、基礎的な知識・技能の習得と、思考力・判断力・表現力等の育成、主体的

に学習に取り組む態度を養うために、主体的・対話的で深い学びの充実を図るなど、

組織的な授業改善に取り組んでいることを確認した。 

近年、産業構造及び就業構造の変化、グローバル化の進展等が進む中、チャレンジ

精神、創造性、探究心等の「起業家精神」や、情報収集・分析力、判断力、実行力、リ

ーダーシップ、コミュニケーション力等の「起業家的資質・能力」は起業家や経営者

だけに必要なものではなく、どのような立場であっても社会で活躍するための資質と

してますます必要となってきている。 

そうしたことから、児童・生徒が創造性を育むための教育の機会の提供について、

教育ビジョンへの反映を求めたい。 
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７ 中学校夜間学級※の設置に向けた取組み 

【第３期計画との整合性の視点から】 

教育ビジョンにおける重点的な取組みの中で、「信頼に根ざした活力と魅力にあふれ

た学校づくり」を掲げ、子ども、保護者、地域の人々に信頼されるよう必要な体制づ

くりに取り組んでいることを確認した。 

中学校夜間学級は、義務教育を修了しないまま学齢期を経過した方や、不登校など

様々な事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、外国籍の方な

どにとって、教育を受ける機会を保障するための重要な役割を担っており、その必要

性はますます高まっていることから、中学校夜間学級の設置に向けた取組みについて、

教育ビジョンへの反映を求めたい。 

 

８ 教員の働き方改革※の推進 

【第３期計画との整合性の視点から】 

教育ビジョンにおける重点的な取組みの中で、「効率的で主体的な学校運営の推進の

ための教育環境の改善」を掲げ、これまでも教員が子どもと向き合う時間を確保する

ための校務の効率化に取り組んでいることを確認した。 

社会状況の変化を背景として、学校現場における、教員の精神的・身体的負担も大

きくなっている。教員のこれまでの働き方を見直し、心身の健康を損なうことがない

ようにすることを通して、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的

な教育活動を行うことができるよう、教員の働き方改革を推進することの必要性はま

すます高まっていることから、教員の働き方改革の推進について、教育ビジョンへの

反映を求めたい。 

 

 

緊急の案件を踏まえて提言する項目 

１ 児童・生徒の安全・安心を確保するための取組み 

令和元年５月 28日に川崎市多摩区で大変痛ましい事件が発生した。県教育委員会に

おいても、児童の心のケアなど必要な支援を行ったと承知しているが、さらに子ども

たちの安全・安心を確保するための取組みを検討し、教育ビジョンに反映いただきた

い。 
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用語集  

人生 100歳時代 
いわゆる超長寿社会のこと。こうした状況においては、県民一人ひとりが柔軟な働き方や学び直しな

どの多様な人生を送ることができるような社会づくりを進めていく必要があり、本人が希望する生き方
を実現できるよう教育支援の充実を図るとともに、県民一人ひとりの学びの意欲に応え、生涯にわたっ
て能動的に学び続けることや、いくつになっても学び直すことができるよう、生涯学習などの環境整備
を行うことが求められている。 

 

ＡＩ（エーアイ） 
 Artificial Intelligence の略で、いわゆる人工知能。具体的には、人間の脳が行っている記憶・推

論・判断・学習などの知的機能をコンピューターで代行できるようにモデル化されたソフトウエアやシ

ステムをいう。 
 

医療的ケア 
県立特別支援学校での教育活動において、在宅で安定して行われている特定行為及び特定行為以外の

医行為、また、その連携行為をいう。 
なお、医師免許や看護師等の免許を持たない者は、医行為を反復継続する意思をもって行うことはで

きないが、平成 24 年度の制度改正により、看護師等の免許を有しない者も、医行為のうち、たんの吸
引等の５つの特定行為に限り、研修を修了し、都道府県知事に認定された場合には、「認定特定行為業
務従事者」として、一定の条件の下で制度上実施できることとなった。 
 

地域学校協働活動 
地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等

の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、地域の主導による「学校を核と
した地域づくり」をめざして、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う地域主体の様々
な活動のこと。 
子どもの成長を軸として、地域と学校がパートナーとして連携・協働し、意見を出し合い学び合う中

で、地域の将来を担う人材の育成を図るとともに、地域住民のつながりを深め、自立した地域社会の基
盤の構築・活性化を図る「学校を核とした地域づくり」を推進し、地域の創生につながっていくことが
期待されている。 
 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ） 
 平成 27年（2015）年９月に国連で採択された持続可能な開発のための 2030アジェンダは、開発途上
国の開発に関する課題にとどまらず、世界全体の経済、社会及び環境の三側面を不可分のものとして調
和させる統合的取組みとして作成された。そして 2030 アジェンダは、先進国と開発途上国がともに取
り組むべき国際社会全体の普遍的な目標として採択され、その中にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標
【Sustainable Development Goals】）として 17のゴール（目標）と 169 のターゲットが掲げられている。 
 
ＥＳＤ（イーエスディー） 
 Education for Sustainable Development の頭文字をとったもので、日本語では「持続可能な開発の
ための教育」と訳される。ユネスコスクールにおいて、「私たちとその子孫たちが、この地球で生きてい
くことを困難にするような問題をについて考え、立ち向かい、解決するための学び」であり、「持続可能
な社会の担い手を育む教育」である。また、ＥＳＤの実践には、特に「人格の発達や、自律心、判断力、
責任感などの人間性を育むこと」、「他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、
『関わり』『つながり』を尊重できる個人を育むこと」の２つの観点が必要とされている。 
そのため、「環境、経済、社会の各側面から学際的かつ総合的に取り込むことが重要」とされている。 
 

中学校夜間学級 
 義務教育を修了しないまま学齢期を経過した方や、不登校など様々な事情により十分な教育を受けら
れないまま中学校を卒業した方、外国籍の方などの義務教育を受ける機会を実質的に保障するための
様々な役割を果たすもの。夜間中学ともいう。なお、令和元年７月現在、９都府県に 33 校が設置され
ており、文部科学省では、中学校夜間学級が少なくとも各都道府県に１校は設置されるよう、その設置
を促進している。 
 

教員の働き方改革 
学校現場では、社会状況の変化に伴い、学校における課題が複雑化、困難化しており、教員の精神的・

身体的負担も大きくなっている。そうした中で、教員の長時間労働を是正し、教員のワーク・ライフ・
バランスを実現することは、教員の精神的余裕を創出し、ひいては、教員と子どもたちが向き合う時間
を確保し、教育活動を充実させることが求められている。 
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資料１ かながわ教育ビジョン（第４章）と第３期教育振興基本計画の比較・・・10 

資料２ かながわ教育ビジョン（第５章）と第３期教育振興基本計画の比較・・・14 

資料３ 教育ビジョンに基づく取組みの実施状況について・・・・・・・・・・・19 
    ※記載しているデータは神奈川県教育委員会より提供を受けたものである。 

 

（参 考）かながわ人づくり推進ネットワークの検証体制・検証経過・・・・・・38 
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教育ビジョンに基づく取組みの実施状況について 

 

〇 グランドデザイン第２期実施計画（計画期間：平成 27～30 年度までの４年間）の各

年度の評価報告書（平成 27年度から平成 29年度の３年間）及び４年間を総括した点検

報告書（平成 30 年度）並びに「教育委員会の点検・評価」(対象年度：平成 27～30 年

度の４年間）も活用し、県教育委員会とのヒアリングを通じて、教育ビジョンに基づく

県教育委員会の取組みの実施状況を確認し、ネットワークの意見として、教育ビジョン

第５章「重点的な取組み」の８つの柱ごとにまとめました。 

 

 

Ⅰ．生涯学習社会における人づくり 

 

＜教育ビジョンの表記＞ 

知識基盤社会が本格的に到来する中、これからの「生涯学習社会」において、子ども

から大人まで、すべての人が、教育ビジョンで掲げた「人間力」を身に付け、よりよく

生きるために行動できるよう、生涯にわたる自分づくりを支援する取組みを進めます。 

具体的には、地域・家庭・学校における学びの機会や様々な人との交流の機会を通じ

て、自己肯定感を基盤とした「思いやる力」「たくましく生きる力」「社会とかかわる力」

を身に付けることができるよう、生涯を通じた人づくりを進めます。 

 

 

 

◆ 生涯学習環境の整備の取組み 

・県立社会教育施設の講座の開講数・受講者数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

講座数 981回 619回 618回 656回 

受講者数 43,472人 25,339人 24,208人 26,395人 

※ 掲載数は県立図書館、県立川崎図書館、県立金沢文庫、県立近代美術館、県立歴史博物館、県

立生命の星・地球博物館実施講座等を合計したもの。 

※ 県立川崎図書館は、かながわサイエンスパークへの移転、再開館準備のため平成 29 年 12 月

１日から平成 30年 5月 14日まで休館。 

※ 県立近代美術館鎌倉館は、作品の移動作業のため平成 28年２月１日から平成 28 年３月 31 日

の間、休館。平成 28年３月 31 日をもって閉館。 

鎌倉別館は、作品の移動作業のため以下の期間、休館。 

（平成 28年２月１日～平成 28 年７月 29 日、平成 28 年 12月 26 日～平成 29年３月 31日） 

なお、平成 29年９月４日から令和元年９月まで改修工事のため休館中。 

※ 県立歴史博物館は、空調設備等改修工事のため平成 28 年６月１日から平成 30 年４月 27日ま

で休館。 

 

・生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

イベント等登録数 38,708 件 33,923件 32,484件 30,326 件 

ページビュー（pv）

数※ 63,238 pv 59,850 pv 50,562 pv 74,514 pv 

   ※「ＰＬＡＮＥＴかながわ」のトップページへのアクセス数を示したもの。 

主な取組み（データ等） 

資料３ 
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◆ シチズンシップ教育の取組み 

・教育課程研究開発校（新科目「公共」に係る研究）の指定 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

指定校※の取組み － ６校指定   

  ※ 伊志田高等学校、上溝高等学校、湘南台高等学校、城郷高等学校、新城高等学校、瀬谷西高等

学校の６校を指定。 

 

教育ビジョンの実施状況に対する主な意見 

〇 思いやる力やたくましく生きる力を身に付ける自分づくりへの支援の充実 

学び続けることができる生涯学習環境の整備は大事な取組みであり、県立社会教育

施設における展示事業やその説明会、公開講座等の実施は評価できる。 

また、生涯学習社会に向けた取組みとして、公開講座や施設開放等の情報を集約し

て発信していくことは大切な取組みであり、生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴか

ながわ」の継続的な運用は評価できる。 

一方で、人生 100歳時代において、社会教育施設の更なる充実や学習成果の評価・

活用ができるとよい。 

〇 社会とかかわる力を身に付ける自分づくりへの支援の充実 

政治参加教育、司法参加教育、消費者教育、道徳教育など、規範意識や公共の精神

を培い、社会とかかわる実践力を育む「シチズンシップ教育」として、模擬議会や模

擬裁判などの取組みや外部人材を活用した授業などが県立学校で展開されていること

は、社会参加の促進という視点から評価できる。 
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Ⅱ．共生社会づくりにかかわる人づくり 

 

＜教育ビジョンの表記＞ 

子どもから大人まで、すべての人が多様なあり方を認め合い、尊重し、支え合い、参

加できる共生社会に向けた環境づくりを進めます。 

具体的には、様々な教育活動を通じて、自分を大切にする心や他者への思いやりを育

み、できるだけすべての子どもが同じ場で共に学び、共に育つための環境を整え、一人

ひとりの教育的ニーズに応じた支援体制の充実に取り組みます。 

 

 

 

◆ いじめなどに対する相談体制や支援の充実に係る取組み 

・スクールカウンセラー(ＳＣ)・スクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ）配置数※の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

ＳＣ配置数 235校に配置 235校に配置 238校に配置 250校に配置 

ＳＳＷ配置数 
教育事務所 24名

県立高等学校 10名 

教育事務所 30名 

県立高等学校 20名 

教育事務所 36名 

県立高等学校 25名 

教育事務所 42名 

県立高等学校 30名 
※ 政令市を除く全中学校と県立中等教育学校、県立高等学校の拠点校にスクールカウンセラーを
配置するとともに、スクールソーシャルワーカーを教育事務所と、県立高等学校の拠点校に配置
した数。 

 
・いじめの認知件数の推移※１ 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

いじめ認知件数 7,916件 14,375件 19,997件 （国で集計中※２） 

※１ 公立小・中・中等教育・高等・特別支援学校 
※２ 令和元年 10月に発表予定。 
 

◆ インクルーシブ教育の推進に係る取組み 
・インクルーシブ教育実践推進校（３校）及び通級指導導入校（３校）の生徒による授業評

価に基づく分かりやすい授業の実現状況※の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

授業に関する

生徒の意識 
63% 76% 88% 90% 

※ インクルーシブ教育実践推進校に指定されている足柄高等学校、厚木西高等学校、茅ケ崎高等
学校（３校）及び通級指導導入校に指定されている綾瀬西高等学校、生田東高等学校、保土ケ谷
高等学校（３校）の生徒による授業評価アンケートの「説明の仕方がていねいで、分かりやすい
授業である」の項目において「かなり当てはまる」「ほぼ当てはまる」の割合を合算し、６校の
割合を平均した数値。 

 
・市町村における「みんなの教室※」の取組数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

設置数 
 

中学校 １校 

小学校 ４校 

中学校 ３校 

小学校 ４校 

中学校 ３校 

小学校 ４校 

中学校 ３校 
  ※ 本県では、すべての子どもができるだけ通常の学級で共に学びながら、一人ひとりのニーズに

応じた指導・支援を受けることができるしくみづくりを進めており、そのしくみのことを「みん
なの教室」という。 

 
・インクルーシブ教育推進フォーラム※の開催回数及び参加人数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

開催回数 ３回 ４回 ４回 ２回 

参加人数 727人 1,008人 850人 637人 

※ インクルーシブ教育の推進に向けて、教職員だけでなく、保護者の方や地域の方と共に取り組ん
でいくために、平成 26年度から実践事例などを報告するフォーラムを県内各地で開催している。 

主な取組み（データ等） 
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◆ 外国につながりのある児童・生徒の学びの機会の提供に係る取組み 
・外国籍児童・生徒が多数在籍する小・中学校における「国際教室」の設置 

日本語指導が必要な外国籍児童・生徒が多数在籍する小・中学校では、「国際教室」を

設置し、特別な教育課程により、外国につながりのある児童・生徒の指導・支援を行って

いる。 
 
・神奈川県内の中学校夜間学級を設置している校数 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

設置校数 
川崎市１校 

横浜市１校 

川崎市１校 

横浜市１校 

川崎市１校 

横浜市１校 

川崎市１校 

横浜市１校 

 

・県立学校における在県外国人等特別募集※１と海外帰国生徒特別募集※２の実施校数 

 平成 27年度※３ 平成 28年度※３ 平成 29年度※３ 平成 30年度※３ 

在県外国人等 
全日制８校（95名） 

定時制１校（20名） 

全日制10校（115名） 

定時制１校（20名） 

全日制10校（115名） 

定時制１校（20名） 

全日制10校（115名） 

定時制１校（20名） 

海外帰国生徒 全日制５校（60名） 全日制７校（80名） 全日制７校（80名） 全日制７校（85名） 

※１ 神奈川県内に在住で外国籍を持っている、または日本国籍を取得して間もない受検者を対
とした募集。 

※２ 海外に長期滞在をして帰国、または帰国予定の受検者を対象とした募集。 
※３ 当該年度に実施した入学者選抜における実施校数と募集定員。 
 

 

教育ビジョンの実施状況に対する主な意見 

〇 豊かな心を育む教育の充実と、不登校、いじめ・暴力行為への対応の強化 

いじめなどの問題行動や不登校等に関する学校の相談体制の充実を図るため、スク

ールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の増員を進めて

いることは評価できる。 

一方で、いじめの認知件数については、年々増加している現状を見ると、いじめの

減少に向けた更なる相談体制や支援の充実が必要である。 

〇 インクルーシブ教育の推進 

全国に先駆けてインクルーシブ教育実践推進校を指定し、知的障がいのある生徒が

高等学校で共に学ぶための環境整備に取り組んでいることは評価できる。 

また、小・中学校で取り組まれている「みんなの教室」についても、今後、県内に

広く普及していくための実践や研究が着実に進められていることは評価できる。 

さらに、より安全な医療的ケアの実施に向けて、医療的ケアに従事する非常勤看護

師を増員していることは評価できる。 

一方で、これからのインクルーシブ教育の普及・啓発にあたっては、あらためて基

本的な言葉や内容を丁寧に説明することや、県教育委員会が主催の「インクルーシブ

教育推進フォーラム」の報告の中に、実践推進校に指定されている高等学校の生徒や

教員の実体験を交える等、県民にとってわかりやすいＰＲ活動に力を入れていく必要

がある。 

〇 「外国につながりのある児童・生徒」への指導・支援の充実 

外国につながりのある児童・生徒は、神奈川県内でも増加傾向にあり、引き続きの

支援が必要である。なお、現在進めている中学校夜間学級に係る検討の中で、不登校

等で十分な義務教育を受けられなかった方たちに対する支援という面だけでなく、外

国につながりのある方への支援も併せて検討していけるとよい。 
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 Ｈ17 Ｈ19 Ｈ21 Ｈ23 Ｈ25 Ｈ27 Ｈ29 

小学校 4,001 4,291 4,316 3,981 3,999 4,599 5,191 

中学校 1,739 1,779 2,122 2,100 2,071 2,218 2,213 

合計 5,740 6,070 6,438 6,081 6,070 6,817 7,404 

 

 

 Ｈ17 Ｈ19 Ｈ21 Ｈ23 Ｈ25 Ｈ27 Ｈ29 

中国・台湾 1,201 1,205 1,348 1,348 1,358 1,857 2,382 

フィリピン - 711 845 857 945 1,126 1,131 

ベトナム 488 570 645 627 643 676 722 

ブラジル 733 780 836 742 686 613 623 

ペルー 660 786 807 749 692 695 600 

韓国・朝鮮 1,122 1,046 922 714 562 519 498 
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公立小・中学校外国籍児童・生徒数の推移

小学校 中学校
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5,000
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H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

公立小・中学校国籍別外国籍児童・生徒数の推移

（上位６か国）

中国・台湾 フィリピン ベトナム ブラジル ペルー 韓国・朝鮮

参考 県内における外国につながりのある児童・生徒の現状について 

（人） 

（人） 

（人） 

（人） 
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Ⅲ．学びを通じた地域の教育力の向上 

 

＜教育ビジョンの表記＞ 

地域の教育的な役割を大切にし、地域での様々な学びや、社会参加や社会貢献等の活

動を通じて、活力あるコミュニティづくりを進め、地域の教育力を高めます。 

具体的には、社会教育施設や学校等における、世代を超えて地域の人々が交流を深め、

学び合う機会の充実に取り組みます。また、地域との協働による学校づくりを進め、学

校運営の活性化と学校の教育力の向上を図るとともに、学校を核とした教育コミュニテ

ィづくりを進めていきます。 

 

 

 

◆ 生涯学習の場づくりに係る取組み 

・県立社会教育施設の講座の開講数・受講者数の推移［再掲］ 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

講座数 981回 619回 618回 656回 

受講者数 43,472人 25,339人 24,208人 26,395人 

※ 掲載数は県立図書館、県立川崎図書館、県立金沢文庫、県立近代美術館、県立歴史博物館、県

立生命の星・地球博物館実施講座等を合計したもの。 

※ 県立川崎図書館は、かながわサイエンスパークへの移転、再開館準備のため平成 29 年 12 月

１日から平成 30年 5月 14日まで休館。 

※ 県立近代美術館鎌倉館は、作品の移動作業のため平成 28年２月１日から平成 28 年３月 31 日

の間、休館。平成 28年３月 31 日をもって閉館。 

鎌倉別館は、作品の移動作業のため以下の期間、休館。 

（平成 28年２月１日～平成 28 年７月 29 日、平成 28 年 12月 26 日～平成 29年３月 31日） 

なお、平成 29年９月４日から令和元年９月まで改修工事のため休館中。 

※ 県立歴史博物館は、空調設備等改修工事のため平成 28 年６月１日から平成 30 年４月 27日ま

で休館。 
 

・県立学校における体育施設・学習施設の施設開放実施校数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

体育施設 154校 159校 158校 155校 

学習施設 25校 25校 23校 22校 

 
◆ コミュニティ・スクールの導入に係る取組み 

・県内小・中学校におけるコミュニティ・スクールの導入校数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

導入校数の推移 

（小学校） 
95校 105校 115校 157校 

導入校数の推移 

（中学校） 
42校 44校 45校 62校 

 
・県立学校におけるコミュニティ・スクールの導入校数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

高等学校等 - ５校 26校 76校 

特別支援学校 - - - ４校 

【なお、令和元年度に全県立高等学校・中等教育学校 144校に導入済み。】 

主な取組み（データ等） 
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教育ビジョンの実施状況に対する主な意見 

〇 社会教育施設や学校等を活用した地域での学びの場づくりの推進 

県立学校の体育館等の体育施設の開放は、広く９割以上で実施されていることは評

価できる。 

一方で、教室や図書室等の学習施設の開放は体育施設の開放に比べ実施の割合が低

い状況にあるので、更に開放できるとよい。 

〇 地域力を生かしたコミュニティ・スクールの普及と充実 

他県に先駆けて、県立学校や特別支援学校にコミュニティ・スクールを導入してき

たことは高く評価できる。今後、運用していく中で更に充実したものになるよう、課

題解決や工夫ができるとよい。 

一方で、小・中学校でのコミュニティ・スクールについては、更なる導入の促進に

向け、各市町村教育委員会に対し、積極的な支援ができるとよい。 

また、神奈川らしいコミュニティ・スクールとして、小・中・高等学校での連携や

地域学校協働活動との連携をより積極的に推進するとともに、地域人材の積極的な活

用などにより、教員の働き方改革にもつながることを期待する。 
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Ⅳ．子育て・家庭教育への支援 

 

＜教育ビジョンの表記＞ 

家庭環境の多様化や地域社会の変化に伴い、子育て・家庭教育を支える環境が大きく変

化する中、生涯にわたる自分づくりの基盤となる子育て・家庭教育の大切さを認識し、地

域・学校など社会全体で支えるような、子育て・家庭教育を支援する取組みを進めます。 

具体的には、経験豊かな地域の大人の協力を得て、子どもたちの放課後や週末等にお

ける様々な体験活動や地域住民との交流活動等を行う取組みを支援します。また、親が

子どもに積極的にかかわることができるように、企業への働きかけや、家族のコミュニ

ケーションを深めるための取組み等を進めていきます。 

 

 

 

◆ 放課後の子どもの居場所づくりに係る取組み 

・放課後子ども教室※の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

設置数 107か所 115か所 123か所 146か所 
※ 放課後や週末等に学校の余裕教室等を活用し、子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）
を設け、地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の
機会を提供する取組み。 

 

◆ 家庭教育への支援の取組み 
・「家庭教育ハンドブック すこやか」の配付 

毎年度、家庭教育に関する理解を促進するため、県内すべての中学校(政令市立を除く)

１年生の保護者を対象に「家庭教育ハンドブック すこやか」を配付している。 

 

◆ 児童・生徒に対するきめ細やかな支援に係る取組み 
・スクールカウンセラー(ＳＣ)・スクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ）配置数※の推移〔再掲〕 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

ＳＣ配置数 235校に配置 235校に配置 238校に配置 250校に配置 

ＳＳＷ配置数 
教育事務所 24名

県立高等学校 10名 

教育事務所 30名 

県立高等学校 20名 

教育事務所 36名 

県立高等学校 25名 

教育事務所 42名 

県立高等学校 30名 
※ 政令市を除く全中学校と県立中等教育学校、県立高等学校の拠点校にスクールカウンセラーを
配置するとともに、スクールソーシャルワーカーを教育事務所と、県立高等学校の拠点校に配置
した数。 

 

教育ビジョンの実施状況に対する主な意見 

〇 子どもの社会的な経験の機会の充実 

放課後子ども教室の設置数は、年々増加しており、放課後の子どもたちの安全・安

心な居場所づくりとして、積極的な支援を実施していることは評価できる。 

〇 子育て・家庭教育への理解と環境づくり 

神奈川県教育委員会からのヒアリングを通じて、全体的な環境整備である「家庭教

育への支援」と個別案件である「子育てへの支援」と役割を整理しているとのことで

ある。その中でも、学習やスポーツ、地域との交流活動等の取組を推進する「体験交

流の場」である放課後子ども教室と、留守家庭の児童を対象とした「保育の場」であ

主な取組み（データ等） 
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る福祉子どもみらい局所管の放課後児童クラブとの連携を進めている点は評価でき

る。 

また、家庭教育支援のため「家庭教育ハンドブック すこやか」を作成し、毎年、

県内の新中学一年生（政令市立を除く）の保護者に配付している点も評価できる。 

一方で、昨今、児童虐待に係る報道をよく聞くようになったが、学校現場では、県

教育委員会が拡充を進めているスクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャル

ワーカー（ＳＳＷ）と教員が連携し、外部の専門家や専門機関とつながっていくこ

と、つまり、「橋渡し」が今まで以上に重要になってきていることから、教員の意識

の向上を図る必要がある。 
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Ⅴ．学び高め合う学校教育 

 

＜教育ビジョンの表記＞ 

子どもたちが、これからの時代に向き合い、「確かな学力※」「豊かな心」「健やかな体」

をバランス良く育めるよう、質の高い教育の提供に向けて、教育活動の充実や環境づく

りを進めます。 

具体的には、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、子どもたちに確かな学力を

身に付けさせるため、カリキュラム・マネジメントなど教育課程の見直し・組織的な授

業改善の一層の推進に取り組みます。また、職業的・社会的な自立をめざし、キャリア

教育、シチズンシップ教育の一層の充実に取り組みます。さらに、グローバル化や情報

化に対応した教育の充実に取り組むとともに、国際社会で活躍するグローバル人材の育

成をめざします。 
※ 知識や技術はもちろんのこと、これに加えて学ぶ意欲や、自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判
断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力等までを含めたもの。 

 
 

 

◆ 確かな学力の向上を図る取組み 
・小・中学校全国学力状況調査結果における平均点数の推移※ 

 科目 主体 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

小
学
校(

６
年)

 

国語

Ａ 

神奈川県 67.9 70 73    70 

全国 70.0 72.9 74.8 70.7 

算数

Ａ 

神奈川県 74.0 77 77 64 

全国 75.2 77.6 78.6 63.5 

 

 科目 主体 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

小
学
校(
６
年) 

国語

Ｂ 

神奈川県 64.3 58 57 54 

全国 65.4 57.8 57.5 54.7 

算数

Ｂ 

神奈川県 44.8 47 46 52 

全国 45.0 47.2 45.9 51.5 

 

 科目 主体 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

中
学
校(

３
年) 

国語

Ａ 

神奈川県 76.0 75 77 76 

全国 75.8 75.6 77.4 76.1 

数学

Ａ 

神奈川県 65.0 62 64 66 

全国 64.4 62.2 64.6 66.1 

 

 科目 主体 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

中
学
校(

３
年) 

国語

Ｂ 

神奈川県 66.5 67 72 62 

全国 65.8 66.5 72.2 61.2 

数学

Ｂ 

神奈川県 43.3 44 48 48 

全国 41.6 44.1 48.1 46.9 
※ 小学校における国語Ａ、算数Ａ及び中学校における国語Ａ、数学Ａは主として知識を問うも

の、小学校における国語Ｂ、算数Ｂ及び中学校における国語Ｂ、数学Ｂは主として活用の力を問

うものである。 

※ 神奈川県のデータの範囲： 

公立の小・中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校小学部・中学部 

   ※ 神奈川県の平均点数の表示は、平成 28年度より小数点表示をしていない。 

 

主な取組み（データ等） 
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・教育課程研究開発校（「総合的な探究の時間」に係る研究）の指定 

令和元年度から「総合的な探究の時間」に係る研究を行う学校を指定し、その中で、「①

全般的な研究」と「②ＳＤＧｓをテーマとした展開に係る研究」を行う学校として、次の

とおり 10校を指定した。 

①「全般的な研究」 

市ケ尾高等学校、横浜清陵高等学校、藤沢西高等学校、秦野総合高等学校、 

大和高等学校 

②「ＳＤＧｓをテーマとした展開に係る研究」 

川崎高等学校、舞岡高等学校、横須賀明光高等学校、山北高等学校、有馬高等学校 

 

◆ グローバル化に対応した教育の推進 

・グローバル教育研究推進校の指定 

英語によるコミュニケーション能力を高め、国際的な視野を持ち、多様な価値観を受容

できる力の育成に取り組む学校を、次のとおり６校指定した。 

小田原高等学校、神奈川総合高等学校、鎌倉高等学校、大和西高等学校、 

横須賀明光高等学校、横浜平沼高等学校 

※ 平成 28 年度～平成 30年度 
 

・国際バカロレア認定に向けた取組み 

 令和元年度から、自分の力で考え、発信する力、さらには自国の文化への理解を深め、

アイデンティティを確立する教育を展開するため、高等学校学習指導要領の定める教育

内容に加え、国際的に認められる大学入学資格である国際バカロレア資格の取得可能な

国際的教育プログラムを展開する国際バカロレアコースを、横浜国際高等学校国際科に

設置した。 
 

◆ 県立高等学校姉妹校締結状況（18校 10カ国）平成 30年度実績 

国名 学校名 

大韓民国 

横浜国際高等学校、七里ガ浜高等学校、弥栄高等学校、 

神奈川総合高等学校、鶴見総合高等学校、大和西高等学校、 

橋本高等学校、氷取沢高等学校、有馬高等学校 

オーストラリア 
横浜国際高等学校、弥栄高等学校、鎌倉高等学校、 

横須賀高等学校、秦野高等学校、磯子高等学校 

イタリア 弥栄高等学校 

アメリカ 
横浜翠嵐高等学校、小田原高等学校、厚木高等学校、 

大和西高等学校、橋本高等学校、有馬高等学校 

イギリス 神奈川総合高等学校 

フランス 神奈川総合高等学校 

ドイツ 神奈川総合高等学校、大和西高等学校 

中国 神奈川総合高等学校 

台湾 柏陽高等学校、横須賀明光高等学校 

ニュージーランド 大和西高等学校 

 

◆ 高校生の社会とかかわる力の育成に係る取組み 

・県立高校生のインターンシップ体験を通じたキャリア教育の推進 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

インターンシップ体験者数  5,631人 5,205人 4,722人 4,968人 
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・県立高校生学習活動コンソーシアムにおける協定締結数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

協定締結数 － 47件 56件 76件 
 

 

教育ビジョンの実施状況に対する主な意見 

〇 確かな学力の向上を図る取組みの充実 

確かな学力の向上を図る取組みについて、授業研究や改善を通じて、全国平均と同

程度の学力を維持できているが、更なる学力の向上に向けた取組みに期待したい。 

県立高校改革では、質の高い教育の充実をめざし、教育課程研究開発校の指定をし

ているが、社会の変化によりＳＤＧｓの存在感が高まっている中、令和元年度より

「総合的な探究の時間（ＳＤＧｓをテーマとした展開）」に係る研究に取り組むた

め、県立高等学校５校が指定されたことは評価できる。 

今後は、教育課程研究開発校５校の取組みや県内のユネスコスクール※の取組みを

検証し、その成果を他校に広く普及させ、県内全域でＳＤＧｓやＥＳＤの取組みが定

着し、将来的に持続可能な社会の担い手づくりが進むことを期待したい。 

 

※ 県内では、神奈川県立有馬高等学校、横浜市立東高等学校、慶應義塾高等学校、横浜国立大学教育

学部附属鎌倉中学校、横浜市立市ヶ尾中学校、湘南学園中学校・高等学校の６校が加盟。 

 

〇 生き方や社会を学ぶ教育の充実 

県教育委員会のヒアリングを通じて、キャリア教育について、全ての県立高等学校

で「キャリア教育実践プログラム」を作成していることは評価できる。 

また、「県立高校生学習活動コンソーシアム」に係る協定を締結した大学や企業等

の数が増加していることも評価できる。 
 
 

 

 

参考 持続可能な開発目標【17 のゴール（目標）】 
(ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals) 
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ＳＤＧｓ推進に向けた施策の展開例 

（ビジョン第５章【重点的な取組み】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ教育 

実践推進校の設置 
通級指導導入校の設置 医療的ケア支援体制 

コミュニティ・スクール 

推進 
地域学校協働活動支援 

耐震対策、 

トイレ環境改善 

県立学校災害対策用 

備蓄・備品整備 

文化遺産の保存と活用 

（民俗芸能調査事業） 

社会教育施設等の 

老朽化対策等 

【柱Ⅱ-２】インクルーシブ教育の推進 

【柱Ⅲ-２】地域力を生かしたコミュニティ・スクールの普及と充実 

【柱Ⅶ-１】豊かな学びを実現する教育環境の整備 

【柱Ⅷ-１】かながわの魅力ある歴史・文化芸術等の充実と継承・発展 
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Ⅵ．意欲と指導力のある教職員の確保・育成と活力と魅力にあふれた学校づくり 

 

＜教育ビジョンの表記＞ 

教育の質を高め、県民の学校に対するゆるぎない信頼を確立するために、優秀な人材

を確保し、指導力の高い教職員を育成します。また、子ども、保護者、地域の人々に信

頼されるよう、必要な体制づくりを進めるとともに、社会状況の変化に対応した活力と

魅力にあふれた学校づくりを推進します。 

具体的には、教職員の人材確保・育成のための計画に基づき、優秀な人材を確保し、

高い指導力をもち、これからの時代に対応し、様々な教育課題の解決を図ることができ

る教職員を育成します。また、義務教育学校など小中一貫教育を行う学校の導入を推進

するとともに、中長期を展望した県立高校改革を進めます。 

 

 

 

◆ 教職員の確保・育成に係る取組み 
・「教職員人材確保・育成計画」の改定 

  「めざすべき教職員像」など、確保・育成に向けた基本的な方針を示すとともに、施策

展開の方向性として、事業体系を整理した「教職員人材確保・育成計画」を平成 27 年 10

月に改定した。 

 

・教員採用に係る倍率の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

小学校 3.3倍 3.5倍 3.6倍 3.4倍 

中学校 5.9倍 5.8倍 6.1倍 5.8倍 

高等学校 6.2倍 6.0倍 6.7倍 6.1倍 

特別支援学校 3.3倍 3.6倍 3.8倍 3.0倍 

 

・教員の採用者数（教員採用候補者選考試験）平成 31年４月１日現在 

 倍率 採用者数 

平成 29年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 30年度 

小学校     3.6倍     3.4倍      351人      358人 

中学校     6.1倍     5.8倍      201人      201人 

中等教育学校 - - -        1人 

高等学校     6.7倍           6.1倍      365人      384人 

特別支援学校     3.8倍     3.1倍      132人      132人 

養護教諭    10.2倍    15.5倍       24人       16人 

計     5.3倍     4.9倍    1,073人    1,092人 

  ※政令市を除く神奈川県所管分 

 

・教員研修の改善の取組み 

初任者研修における取組み結果について、次のような意見があった。 

５年経験者とのコラボレーション研修（受講者アンケートより引用） 

・ 初任以外の他校教員と関わる機会が多くなかったので、良い経験だった。 

・ 教科指導、生徒指導の悩みなど、５年経験者に質問することができた。 

 

主な取組み（データ等） 
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他校種訪問研修（受講者アンケートより引用） 

・ 他校の授業見学から、学校によって生徒の進路や能力が違うので、多様な授業があ

って良いということを学んだ。 

・ 生徒は何を求めているのか、それに対してどういった支援・指導が必要なのか、様々

な視点から考え続けられるように努めていきたい。 

初任者研修全般に関する意見（受講者アンケートより引用） 

・ 教師として社会に出る上で、基本的なマナーや必要な知識を知ることができた。 

・ グループ協議をして、いろいろな考えを聴くことができた。 

・ グループワークで教科をこえて同じ校種の先生方と意見交換等ができて良かった。 

 

 

・「高校生のための教職セミナー」参加者の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

参加者数 164人 295人 325人 396人 

 

・「かながわティーチャーズカレッジ」参加者の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

参加者数 325人 335人 339人 287人 

 

◆ 教育委員会の不祥事防止の取組み 
・教職員数及び懲戒処分者数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

教職員数 24,311人 24,241人 24,074人 23,795人 

処分者数 14人（８人） 27人（22人） 24人（13人） 16人（９人） 

※ 教職員数は各年度４月１日現在の教育委員会の職員数(人事委員会 人事に関する統計報告より)。 

※ 処分者数は、県立学校等(事務局職員含む)及び市町村立学校(政令指定都市を除く)の人数。 

※ 表中の()内は、県立学校等処分者数で内数。 

※ 服務監督責任により処分を受けたものを除く。 

 

教育ビジョンの実施状況に対する主な意見 

〇 かながわの人づくりを担う教職員の確保・育成の計画的な推進 

 神奈川県の平成 30年度採用試験の合格倍率は近隣自治体の平均 3.9 と比べ 4.9 で

あり、そして、教職員の確保という面では、神奈川県の教員採用倍率をほぼ横ばいの

推移で維持できていることは評価できる。 

また、優秀な人材を確保するため、教員を志望する高校生を対象とした「高校生の

ための教職セミナー」や教員志望者を対象とした「かながわティーチャーズカレッ

ジ」を開催するなど、様々な工夫をしていることも評価できる。 

一方で、教員による不祥事は毎年起きており、不祥事ゼロをめざして、教員の事故

防止意識の更なる向上が必要である。 
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Ⅶ．県立学校の教育環境の整備 

 

＜教育ビジョンの表記＞ 

すべての県立学校において、安全・安心で居心地の良い教育環境の整備や、質の高い

教育を支える環境整備を進めます。その際に、生涯学習の場や地域のコミュニティの場

としての環境整備や、地域・家庭との協働・連携による教育環境の改善を進めます。 

具体的には、教育活動の基盤となる校舎等の耐震補強・老朽化対策等を行うことによ

り、子どもたちの安全を確保し、安心して快適に過ごせる環境整備を進めていきます。

また、教職員が子どもと向き合う時間を確保するため、校務の効率化を図るＩＣＴ環境

の整備などを進めていきます。 

 

 

 

◆ 県立学校における校舎等の老朽化対策等に係る取組み 

・県立学校施設再整備計画（新まなびや計画）の対策進捗状況の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

耐震化進捗状況 

(大規模工事） 
  

 

(完了) 

 
(小規模工事）   

７％ 

トイレ環境改善

進捗状況※ 
－ 

   

23％ 

※ 令和元年度末までに対象棟数の半数である 50％の完了を見込んでいる。 

 

◆ 県立学校におけるＩＣＴ環境の整備に係る取組み 

・校務パソコンの配備数※の推移（学校調達のパソコンを含めて常勤職員一人一台パソコンの配備完了） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

校務パソコン 
 

（1,876台） 

 

（1,276台） 

 

（2,381台） 

  完了  

（3,218台） 

  ※ 配備数は単年度ごとの配備台数を記載。 

 

・タブレットの配備数※１の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

タブレット 440台 726台 719台 0台※２ 

  ※1 配備数は単年度ごとの配備台数を記載。 

※2 平成 25 年度～平成 30 年度までに設定された 3,190 台の配備目標を達成したため。なお、令

和元年度から、国の指針に基づき配備を継続。 

  

教育ビジョンの実施状況に対する主な意見 

〇 豊かな学びを実現する教育環境の整備 

県立学校の耐震対策や老朽化対策等については、平成 19年度から平成 30年度にか

けて「県立学校施設再整備計画 10か年計画（まなびや計画）」及び「県立学校施設再

整備計画（新まなびや計画）」に基づき、大規模な耐震補強工事や老朽化の緊急対策

工事が完了していることは評価できる。 

主な取組み（データ等） 
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一方で、県立高等学校の約７割が和式便器であるなどトイレの環境改善は喫緊の課

題である。平成 28年度から新たにスタートした「県立学校施設再整備計画（新まな

びや計画）」に基づきトイレの環境改善をはじめとした計画が遅延することなく、着

実に実施されることが必要である。 

〇 効率的で主体的な学校運営の推進のための教育環境の改善 

これまで神奈川県の公立学校の端末整備状況が全国でも低い状況にあり、早急に改

善する必要があったが、県教育委員会へのヒアリングによると、令和元年度以降、

「ＢＹＯＤ※１」に向け、全県立高等学校等に無線ＬＡＮを整備に取り組むこととして

おり、今後の子どもたちのＩＣＴ環境が大きく改善することに期待したい。 

また、同様に懸案であった教員の校務用パソコンについては、平成 30年度に常勤

の教員に対し一人一台のパソコンの整備を実現したことは評価できる。今後の活用に

よる教員の働き方改革への効果にも期待したい。 

 
※１ ＢＹＯＤ（Bring Your Own Device）… 

生徒所有のスマートフォンやタブレットを持ち込み、授業などの教育活動に使用す
ること。 
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Ⅷ．文化芸術・スポーツの振興 

 

＜教育ビジョンの表記＞ 

かながわの魅力や地域資源を生かして、生涯にわたる自分づくりを支える取組みを進

め、かながわの文化芸術やスポーツの振興につなげていきます。 

具体的には、歴史・文化芸術等の学びの機会の充実や、伝統芸能・文化の保存・継承・

活用に向けた、継承者の育成や、展覧会や講座の開催による文化財の普及啓発を行うな

どの取組みを進めていきます。また、誰もがスポーツに親しめる社会を実現し、健康で

活力に満ちた心豊かな人生を築くことができるよう、あらゆる世代を通じて楽しむこと

ができるスポーツ活動を推進するとともに、こうした活動を支える環境づくりに取り組

みます。 

 

 

 

◆ 伝統文化や文化財の保存に係る取組み 
・県立高等学校（部活動）における伝統文化の学びに関する主な取組み 

愛川高等学校（和太鼓）、厚木東高等学校（人形浄瑠璃）、 

小田原東高等学校（吹奏楽【大名行列への参加】）、高浜高等学校（文楽）、 

中央農業高等学校（和太鼓）、鶴見総合高等学校（和太鼓、かるた）、 

三浦初声高等学校（太鼓）、など 

 

・「鹿島踊」記録保存調査の実施 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

調査状況 － － 調査実施方針策定 調査開始 

※ 平成 30 年度から令和２年度の３年間をかけて調査を実施予定。 

 
・県指定重要文化財数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

文化財数 387件 388件 389件 389件 

 

◆ 子どもたちのスポーツに関する意識向上に係る取組み 

・体力向上キャラバン※の派遣回数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

派遣校数 10校 
32 校、市教育

委員会１回 
28校 28校 

※ 「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組みとして、体力向上の取組みに課題のある小学校に
対し、県教育委員会指導主事等で構成する体力向上キャラバン隊を派遣する。 

 
・特別支援学校におけるスポーツ教室※等の実施状況の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実施校数（開催回数） － 28校(126回) 28校(120回) 28校(124回) 

外部参加者の参加率 － 42％ 52％ 48％ 

※ アスリート等によるスポーツ種目及びパラスポーツを体験するスポーツ教室を開催する。 

 

 

主な取組み（データ等） 
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◆ 学校におけるオリンピック・パラリンピック教育の推進 

・オリンピック・パラリンピック教材の作成・活用 

  平成 29 年に「かながわオリンピック・パラリンピック教育学習教材」を作成し、県ホ

ームページへの掲載を行うとともに、公立小・中学校（政令市を除く）及び県立学校へ配

付した。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、児童・生徒がスポー

ツに対する関心と理解を深め、その価値や意義を感じるため、「かながわオリンピック・

パラリンピック教育学習教材」を活用した教員研修を開催した。 

 

教育ビジョンの実施状況に対する主な意見 

〇 かながわの魅力ある歴史・文化芸術等の充実と継承・発展 

平成 30年度から、貴重な民俗芸能が失われないよう、現状等を記録する「記録保

存」を始めたことは評価できる。 

一方で、文化財を保存するだけではなく、学校施設や地域の人材を活用した生涯学

習講座の実施等、一般の県民が地域の歴史について学ぶ機会をこれまで以上に積極的

に提供することが必要である。 

〇 健康で豊かな生活の実現とスポーツの振興 

来年開催される東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、スポ

ーツへの関心を高め、多様な国や地域の文化の理解を通じて多様性の尊重や国際平和

に寄与する態度を身に付けることなどができるよう作成した「かながわオリンピッ

ク・パラリンピック教育学習教材」は、良く工夫されており、高く評価できる。 
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（参考）かながわ人づくり推進ネットワークの検証体制・検証経過 

１ かながわ人づくり推進ネットワークの検証体制 

（１）幹事会 

教育ビジョンの推進に向けて、継続的な取組みを行うため、かながわ人づくり推進

ネットワークに「幹事会」を設置し、｢かながわ教育月間」の普及・啓発や「かながわ

人づくりコラボ」の企画・運営などを行っています。 

  このたび、教育ビジョンの検証を行い、本提言書を作成しました。 

 

〇かながわ人づくり推進ネットワーク幹事会名簿 

【令和元年７月 20日現在（五十音順 ◎幹事長 〇副幹事長）】 

氏 名 職   名 

阿部
あ べ

 隆之
たかゆき

 神奈川県ＰＴＡ協議会 副会長 

荒
あら

田
た

 一
かず

夫
お

 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 理事 

石
いし

塚
づか

 崇
たかし

 特定非営利活動法人 ＮＰＯ教育かながわフォーラム 顧問 

伊藤
い と う

 智則
とものり

 一般社団法人神奈川経済同友会 専務幹事 

大
おお

田
た

 裕
ゆ

多
た

佳
か

 
一般社団法人神奈川県専修学校各種学校協会 副会長 

（学校法人早見芸術学園・理事長 、鎌倉早見美容芸術専門学校・校長） 

大嶽
おおたけ

 真
まさ

康
やす

 鎌倉女子大学教育学部 特任准教授 

岡野
お か の

 親
ちかし

 神奈川県教育委員会教育局 教育参事監（学校教育担当）兼指導部長 

小沼
お ぬ ま

 徹
とおる

 神奈川県公立小学校長会 会長（藤沢市立鵠洋小学校 校長） 

小
お

野
の

 力
つとむ

 公益財団法人神奈川県体育協会 専務理事 

坂
さか

野
の

 慎
しん

二
じ

 玉川大学教育学部 教授 

阪
さか

本
もと

 光
みつ

章
あき

 神奈川新聞社地域連携局ＣＳＲ事業部 担当部長 

 佐
さ

藤
とう

 晴
はる

雄
お

 日本大学文理学部 教授 

〇篠田
し の だ

 寛
ひろし

 神奈川県教育委員会教育局総務室 室長 

髙
たか

木
ぎ

 まさき 横浜国立大学 理事・副学長 大学院教育学研究科教授 

〇田
た

代
しろ

 正
まさ

樹
き

 株式会社たしろ薬品 代表取締役社長 

◎内
ない

藤
とう

 昌
まさ

孝
たか

 神奈川工科大学 顧問 

中島
なかじま

 徳
とく

顕
あき

 国立研究開発法人 電子航法研究所 航空交通管理領域 領域長 

中野
な か の

 真
ま

衣子
い こ

 神奈川県立高等学校ＰＴＡ連合会 会長 

濱
はま

谷
たに

 海八
かいはち

 
一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会 理事 

（藤嶺学園藤沢中学校・高等学校 特任顧問（教育担当）） 

〇 林
はやし

 孝之
たかゆき

 神奈川県公立中学校長会 会長（平塚市立金旭中学校 校長） 

林
はやし

  忠
ただし

 県立学校長会議 幹事（神奈川県立小田原高等学校 校長） 

二見
ふ た み

 稔
みのる

 一般社団法人神奈川県経営者協会 専務理事 

三
みつ

村
むら

 伸
のぶ

弥
や

 株式会社テレビ神奈川 総務局社長室長 
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氏 名 職   名 

茂木
も ぎ

 健太郎
けんたろう

 
神奈川県市町村教育長会連合会 事務局代表 

（鎌倉市教育委員会 教育部次長兼教育総務課長） 

森本
もりもと

 恵美
め ぐ み

 
公益社団法人神奈川県私立幼稚園連合会 副会長 

（学校法人づし学園 逗子幼稚園 理事長兼園長） 

 

令和元年７月 19日退任幹事（役職は退任時のもの） 

氏 名 職   名 

長
ちょう

  俊 介
しゅんすけ

 神奈川県立高等学校ＰＴＡ連合会 副会長 

中
なか

岡
おか

 正
まさ

廣
ひろ

 鎌倉女子大学教育学部 教授 

長
は

谷
せ

川
がわ

 清
きよ

志
し

 神奈川県ＰＴＡ協議会 監事 

畑
はた

野
の

 耕
こう

逸
いち

 一般社団法人神奈川県経営者協会 専務理事 

 

 平成 30年度末退任幹事（役職は退任時のもの） 

氏 名 職   名 

尾高
お だ か

 淳一郎
じゅんいちろう

 
神奈川県市町村教育長会連合会 事務局代表 

（鎌倉市教育委員会 教育部次長） 

折
おり

笠
かさ

 初
はつ

雄
お

 神奈川県教育委員会教育局 教育監 

落
おち

合
あい

 嘉
よし

朗
ろう

 神奈川県教育委員会教育局総務室 室長 

菊
きく

地
ち

原
はら

 宏
ひろ

明
あき

 神奈川県公立中学校長会 会長（相模原市立鵜野森中学校 校長） 

反町
そりまち

 聡之
さ と し

 神奈川県立学校長会 幹事（神奈川県立小田原高等学校 校長） 

福
ふく

田
だ

  茂
しげる

 神奈川県公立小学校長会 会長（相模原市立富士見小学校 校長） 

 

（２）教育ビジョン検証ＰＴ 

教育ビジョンの検証にあたり、幹事会に教育ビジョン検証ＰＴを設置し、集中的に

検証作業を行いました。 

 

〇教育ビジョン検証ＰＴ名簿 

【令和元年７月 11日現在（五十音順 ◎とりまとめ幹事）】 

氏 名 職   名 

石
いし

塚
づか

  崇
たかし

 特定非営利活動法人 ＮＰＯ教育かながわフォーラム 顧問 

小沼
お ぬ ま

  徹
とおる

 神奈川県公立小学校長会 会長（藤沢市立鵠洋小学校 校長） 

坂
さか

野
の

  慎
しん

二
じ

 玉川大学教育学部 教授 

佐
さ

藤
とう

  晴
はる

雄
お

 日本大学文理学部 教授 

◎髙
たか

木
ぎ

  まさき 横浜国立大学 理事・副学長 大学院教育学研究科教授 

田
た

代
しろ

  正
まさ

樹
き

 株式会社たしろ薬品 代表取締役社長 

内
ない

藤
とう

  昌
まさ

孝
たか

 神奈川工科大学 顧問 

中
なか

岡
おか

  正
まさ

廣
ひろ

 鎌倉女子大学教育学部 教授 
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氏 名 職   名 

中島
なかじま

  徳
とく

顕
あき

 国立研究開発法人 電子航法研究所 航空交通管理領域 領域長 

長
は

谷
せ

川
がわ

 清
きよ

志
し

 神奈川県ＰＴＡ協議会 監事 

 

 平成 30年度末退任幹事（役職は退任時のもの） 

氏 名 職   名 

福
ふく

田
だ

  茂
しげる

 神奈川県公立小学校長会 会長（相模原市立富士見小学校 校長） 

 

２ かながわ人づくり推進ネットワークの検証経過 

時期 幹事会及び検証ＰＴの開催状況 

平成30年５月24日 教育ビジョン検証ＰＴ会議（準備会） 

 ・国の第３期計画の状況確認 など 

平成30年７月７日 平成30年度第１回幹事会 

 ・教育ビジョン検証ＰＴの設置 

・ビジョン検証の実施決定   など 

平成30年８月23日 第１回教育ビジョン検証ＰＴ会議 

 ・県教育委員会及びネットワークの検証に係る進め方の整理 など 

平成30年９月５日 平成30年度第２回幹事会 

 ・ネットワークとしての検証に係る進め方の確認・決定 など 

平成30年11月21日 第２回教育ビジョン検証ＰＴ会議 

 ・第３期計画とビジョン第４・５章の比較検討 など 

平成31年１月16日 第３回教育ビジョン検証ＰＴ会議 

 ・ビジョンに基づく県教育委員会の施策・事業の実施状況の確認 

・第３期計画とビジョン第４・５章の整合性の確認     など 

平成31年２月９日 平成30年度第３回幹事会 

 ・検証ＰＴの検証状況の報告 

・第３期計画とビジョン第４・５章の整合性の確認・決定 など 

平成31年３月15日 第４回教育ビジョン検証ＰＴ会議 

 ・ビジョン検証結果の意見取りまとめの検討 など 

平成31年４月19日 第５回教育ビジョン検証ＰＴ会議 

 ・ビジョン検証結果の意見取りまとめの検討 など 

令和元年５月28日 第６回教育ビジョン検証ＰＴ会議 

 ・ビジョン検証結果の意見取りまとめ・提言書の検討 など 

令和元年７月11日 第７回教育ビジョン検証ＰＴ会議 

 ・ビジョン検証内容の検討 

・提言書の検討           など 

令和元年７月20日 令和元年度第１回幹事会 

 ・ビジョン検証内容の確定 

・提言書の決定      など 

令和元年７月22日 提言書の手交 

（予定） ・県教育委員会へ提言書を手交 
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〇かながわ人づくり推進ネットワークについて 

 学校や家庭、地域などで「かながわ教育ビジョン」を様々な主体と共有し実効性のあ

る人づくりを県民総ぐるみで進めていくための活動を行っています。 

 組織の構成は、教育委員会関係、学校教育関係、保護者・社会教育・教育支援関係、

スポーツ・医療・福祉・国際交流関係・経済団体、マスコミなど 112団体から構成され

ています。 

ホームページ http://www.kanagawa-hitozukuri.com/ 

 

 

各団体は、かながわ教育ビジョンに基づき、 

「未来を拓
ひ ら

く・創る・生きる  人間力あふれる  かながわの人づくり」を目指し

て、「思いやる力」「たくましく生きる力」「社会とかかわる力」の育成を、それぞれの立場と役割を自

覚しながら取り組みます。各団体の取組みを尊重し、無理のない、継続的な取組みを進めます。 

教育委員会関係  神奈川県教育委員会  神奈川県市町村教育長会連合会  

 各市町村教育委員会(33団体)  神奈川県市町村教育委員会連合会 

学校教育関係  神奈川県公立小学校長会  神奈川県公立中学校長会   

 神奈川県公立小学校教頭会  神奈川県公立中学校教頭会 

 神奈川県立学校長会  神奈川県立学校副校長会  神奈川県立学校全日制教頭会 

 神奈川県立高等学校定時制通信制教頭会  神奈川県立特別支援学校校長会 

 公益社団法人神奈川県私立幼稚園連合会  一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会  

 一般社団法人神奈川県専修学校各種学校協会  かながわ教職員組合連合  神奈川県高等学校教職員組合 

外語ビジネス専門学校  横浜国立大学  鎌倉女子大学  神奈川工科大学  昭和音楽大学  横浜薬科大学 

保護者・社会教育・教育支援関係  神奈川県ＰＴＡ協議会  神奈川県立高等学校ＰＴＡ連合会 

 横浜市ＰＴＡ連絡協議会  川崎市ＰＴＡ連絡協議会  相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

神奈川県社会教育委員連絡協議会  神奈川県公民館連絡協議会  ＮＰＯ法人きょういく応援団 

ＮＰＯ法人心とからだの研究会  フェーズⅡ  一般社団法人かながわ民間教育協会   

早稲田大学茅ヶ崎稲門会ＣＳＲ  ＮＰＯ教育かながわフォーラム  神奈川県肢体不自由児者父母の会連合会 

神奈川県特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会  一般社団法人日本新聞協会   

公益財団法人放送番組センター  ＪＡＸＡ宇宙教育センター  神奈川県ＮＩＥ推進協議会 

スポーツ・医療・福祉・国際交流関係  公益財団法人神奈川県体育協会  公益財団法人小田原市体育協会  

 藤沢市体育協会  平塚市体育協会  海老名市体育協会  綾瀬市体育協会  開成町体育協会   

 神奈川県中学校体育連盟  神奈川県高等学校体育連盟  神奈川県学校体育研究連合会 

 一般社団法人神奈川県サッカー協会  神奈川県剣道連盟   

 神奈川県スケート連盟  神奈川県卓球協会  神奈川県バドミントン協会  

 公益社団法人神奈川県医師会  ＮＰＯ法人神奈川県介護支援専門員協会  

 公益財団法人かながわ国際交流財団  社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 

経済団体・企業関係  一般社団法人神奈川経済同友会  一般社団法人神奈川県経営者協会 

 神奈川県商工会連合会       一般社団法人神奈川県商工会議所連合会  神奈川県中小企業団体中央会 

 株式会社たしろ薬品     株式会社ササモライフアシスト  株式会社 玄  

 公益社団法人横浜貿易協会 株式会社富士通ワイエフシー  株式会社リコー厚木事業所 

 株式会社リコーテクノロジーセンター   神奈川県司法書士会   ＪＡ神奈川県中央会 

マスコミ関係  神奈川新聞社   株式会社テレビ神奈川 

 横浜ケーブルビジョン株式会社       横浜エフエム放送株式会社 

 

  

参加団体 
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